
藤沢市個人情報保護制度運営審議会答申第１０５号

２００２年５月９日

（平成１４年）

藤沢市長 山 本 捷 雄 様

藤沢市個人情報保護制度

運営審議会会長 横尾裕夫

「住民基本台帳法の一部を改正する法律」に基づく住民基本台帳業務にお

ける個人情報データを外部提供すること及び外部提供することに伴う本人

通知の省略並びにオンライン結合について（答申）

２００２年（平成１４年）４月２２日付けで諮問された、諮問第１０６号「住民

基本台帳法の一部を改正する法律」に基づく住民基本台帳業務における個人情報デ

ータを外部提供すること及び外部提供することに伴う本人通知の省略並びにオンラ

イン結合について、次のとおり答申します。

１ 審議会の結論

(1) 藤沢市個人情報保護条例第９条第２項第４号の規定による外部提供の必要性

を認める。

(2) 同条例第９条第３項の規定による本人に通知しないことの合理的理由がある

と認める。

(3) 同条例第１１条の規定によるコンピュ－タ利用を認める。

２ 実施機関の職員の説明要旨

実施機関の職員の説明を総合すると、外部提供する必要性及び本人に通知しな

いことの合理的理由並びにコンピュ－タ利用の必要性、安全対策等は次のとおり

である。

(1) 諮問に至った経過

ア 平成１１年８月１１日「住民基本台帳法の一部を改正する法律」（以下

「改正法」という。）が公布された。改正の主な内容は次の(ｱ)から(ｴ)のと

おりであり、その法施行日については、平成１３年１２月２８日政令第４３

０号をもって、平成１４年８月５日から施行されることとなった。



(ｱ) 住民票の記載事項に住民票コードを追加する

(ｲ) 市町村の区域を越えた住民基本台帳に関する事務の処理

(ｳ) 住民票コードを含めた情報（本人確認情報）を国の機関等へ提供する

(ｴ) それらの事務を電気通信回線を通じて行う

イ この改正法に基づき、住民基本台帳ネットワークシステム（以下「住基ネ

ット」という。）が構築されているが、この制度を実施するにあたりその前

提条件として、市町村はネットワーク運用のためのコミュニケーションサー

バ（以下「ＣＳ」という。）を設置すること、①氏名、②生年月日、③性別、

④住所、⑤住民票コード、⑥付随情報（①から⑤の異動事由、異動年月日）

からなる本人確認情報を都道府県のＣＳ及び全国の都道府県から委託を受け

た指定情報処理機関（以下「全国センター」という。）のＣＳに登録するこ

と、並びに電気通信回線によるネットワークを構築することが必要となった。

ウ なお、本市の個人情報保護条例には、法令に外部提供をしなければならな

いこととなる旨の定めがあるときは、実施機関以外のものに外部提供をする

ことができると明記されているが、改正法には、当初のセットアップ時にお

ける本人確認情報を外部提供することについて明確な規定がないため、藤沢

市個人情報保護制度運営審議会に諮問をするものである。

(2) 外部提供する必要性

このような経過により、神奈川県に対して①から⑥までの本人確認情報を外

部提供することが不可欠となった。外部提供の方法は、住民基本台帳データを

もとに提供するデータを抽出、加工し、ＭＯ媒体に保存して提供する。なお、

実施時期は、平成１４年６月とする。

(3) 本人に通知しないことの合理的理由について

住基ネットは、将来的には窓口での手続きの簡素化が図られるなど、市民の

利便性の向上につながるものであるため、特に通知しないことが本人の不利益

になるものではないと考えられる。また、対象者が全市民約３８万件と多く、

通知に係る費用や事務量が過分に必要となり、通常業務の執行に著しい支障が

生ずることが予想されることから、当該本人に通知しないことの合理的理由が

ある。

(4) コンピュータ利用の必要性及び安全対策について

ア 改正法第９条第３項、第１２条の２第５項、第３０条の５第２項等におい

て、本人確認情報の更新等は電気通信回線を利用することとされているため、

市町村、都道府県及び全国センターを住基ネット用の専用回線によって、オ

ンラインで結合する必要がある。また、オンラインで結合することにより、

最新の情報に基づき事務を行うことが可能となり、利便性、正確性、効率性

の向上と事務処理の迅速化を図ることができる。なお、実施時期は、平成１



４年７月とする。

イ 住基ネットは、全国の市町村、都道府県及び全国センターが共有するシス

テムとして開発され、独立した専用回線で全ての市町村ＣＳ及び全国ＣＳが

接続される。このシステムの利用には、個人情報を保護する目的からＣＳの

操作者を限定するために、ＣＳの操作に携わる職員に操作者用ＩＣカードを

貸与することになる。市町村、都道府県及び全国センターは、事前に操作者

となる職員を選定し、操作者用ＩＣカードを操作者の人数分購入し、ＣＳ上

に全てのカードの所有者及びパスワードを登録する。このＩＣカードは、パ

スワードを設定することで初めて有効化されるカードであるため、パスワー

ドを登録した者以外はシステムに入り込むことができないと同時に、システ

ムを利用した場合は、ログインするごとに利用者の情報が記録されることに

なる。

なお、本市では、市民窓口センター職員３３名、情報推進課職員４名のＣ

Ｓ操作者を想定している。

ウ また、改正法では、第四節に本人確認情報の保護についての規定が設けら

れているが、システムの運用にあたっては、さらに「藤沢市コンピュータ管

理運営規程」及び「パーソナルコンピュータ運用基準」に基づき、安全対策

を図る。

３ 審議会の判断理由

(1) 外部提供する必要性について

「住民基本台帳法の一部を改正する法律」に基づき、①氏名、②生年月日、

③性別、④住所、⑤住民票コード、⑥付随情報からなる本人確認情報を都道府

県のＣＳ及び全国センターのＣＳに登録するために、神奈川県に外部提供する

必要性は認められる。

(2) 本人に通知しないことの合理的理由について

住基ネットは、将来的に市民の利便性の向上につながるものであるため、通

知しないことが本人に不利益となる性質のものではなく、また、通知する対象

者が多数で、当該通知の費用及び事務量が膨大となることから、実施機関の事

務処理の効率性が著しく損なわれるため、当該本人に通知しないことの合理的

理由があると認められる。

(3) コンピュ－タ利用について

ア コンピュ－タ利用の必要性

改正法において、本人確認情報の更新等は電気通信回線を利用することと

されていること、また、オンラインで結合することにより、最新の情報に基

づき事務を行うことが可能となり、利便性、正確性、効率性の向上と事務処



理の迅速化が図られることから、コンピュータ利用の必要性は認められる。

イ 安全対策

パスワードを設定することで初めて有効化されるＩＣカードを、操作者に

貸与することで、パスワードを登録した者以外は、システムに入り込むこと

ができないと同時に、システムを利用した場合は、ログインするごとに利用

者の情報が記録されるシステムとなっていることから、個人情報の保護が図

られていると認められる。

また、「藤沢市コンピュータ管理運営規程」及び「パーソナルコンピュー

タ運用基準」の遵守をすることで、安全対策上の配慮がなされていると認め

られる。

以 上


